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研究要旨： 

【目的】本研究は、少子高齢化の進むわが国において健康寿命の延伸を図るため、外因死の身体

的・精神的・社会的背景要因を明らかにして、それらに対応した施策を講じる基盤を整備するこ

とおよび、政策提言を行うものである。 

【方法】遺族への心のケアに関しては、文献的検討および、多分野の研究協力者による研究会を

開催した。三次救急医療施設を対象に半構造化インタビューを実施し、東京都監察医務院が検案

を実施した死亡者の遺族との面談記録を分析した。これらの情報を材料として、救命救急センタ

ー看護師グリーフワーク従事者、デザイナー、学生の複合グループによるワークショップ形式で

資料開発を行った（川野班）。外因死の背景要因の究明に関する研究では、平成 21 年度「不慮の

事故死亡統計」の概況（厚生労働省）、東京都監察医務院の検案統計、川崎市における外因死の人

口動態統計の分析による探索的検討、生活困窮者の死因・自殺・不慮の事故の文献的検討を行い、

多分野の研究協力者による研究会を開催した。さらに、ウエブサイトの構造および内容の検討を

行った。川崎市多摩区の川崎市医師会会員の神奈川県警協力医による平成 24 年から 28 年までの

死体検案のうちの自殺事例の分析をもとに、自殺の心理学的剖検の実施可能性を検討した。また

それを遺族支援につなぐ可能性を検討した（竹島班）。基礎調査の報告書及び調査方法・調査項目

について、女性の自殺事例について学際的視点を導入しつつ検討し、東京 23区における女性自殺

既遂事例 15 例から、特徴的な経緯を呈していると考えられた 4 つを呈示した。平成 26 年 6月よ

り東京都監察医務院との連携により収集された、東京都 23 区内で発生した女性の自殺既遂者 14

例に関して、個々の事例をライフチャートにもとづいて再検討するとあらかじめ質的な検討を念

頭に置いた新たな面接調査票を開発し、前方視的な情報収集をする計画を立てた（松本班）。また、

東京都監察医務院の検案調書のなかで特に外因死の特徴を整理した。東京都監察医務院の検案調

書のなかで特に外因死について検案記録を調査し，外因死の内訳とその問題点の抽出と解析を行

った（福永班）。 

【結果】 遺族への心のケアに関する研修プログラムの開発については、犯罪被害、交通事故、自

然災害、自殺について、それぞれが独自の経緯を経て、マニュアルの整備、被害者支援、セルフ

ヘルプグループの立ち上がりとその支援、あるいは研修制度の整備が進んでいることが確認され

た。三次救急医療施設及び東京都監察医務院のデータから、外因死遺族への支援の必要性、有用

性が確認された。これに基づき、研修等で利用可能な遺族支援パンフレット案が作成され、要点

が示された。監察医務機関がない地域における外因死の背景となる精神保健的・社会的要因の究

明に関する研究では、外因死の情報が、（１）警察署の保有する異状死データ、（２）人口動態統

計、（３）救急搬送の不搬送事例、（４）救急搬送後の外因死事例、（５）市内医師の検案事例、（６）

生活保護停止事例、（７）自殺統計原票などがあり、外因死は、不慮の外因死（交通事故、転倒・

転落、溺水、煙・火災及び火焔による傷害、窒息、中毒、その他）とその他及び不詳の外因死（自

殺、他殺、その他及び不詳の外因死）にあることが確認され、ここから対策構築可能で情報収集

の可能な範囲の特定が重要と考えられた。また、情報提供のためのウエブサイトにおいては、外
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因死は予防可能であるというメッセージを中心において構築することが重要であること確認され

た。死体検案書及び変死事案概要からは、自殺の手段、遺体の発見場所、第一発見者の情報はす

べての事例について得られたものの、自殺の原因・動機は 3 割近くが不明であった。自殺の背景

となる精神保健的・社会的要因を検討するための情報は不足していた。また、死体検案の後に、

遺族ケアや遺族支援にかかる情報を警察署から家族に提供し、これにあわせて自殺の心理学的剖

検の協力依頼を行うことが考えられた。監察医務機関のある地域における外因死要因および遺族

支援ニーズの究明については、既存の調査方法について、（１）評価できていない診断疾患の追加、

（２）家庭内の問題の分節化、（３）幼少期の逆境体験及びトラウマ体験に関するデータ収集、（４）

女性のライフイベントに伴うリスクの評価、という課題が明らかにされた。東京都監察医務院よ

り提供された既存事例の再検討から、女性の自殺既遂事例に関していくつかの臨床類型として整

理され、リプロダクティブ・ヘルスや、結婚や家事労働等におけるジェンダー役割と密接に関わ

る女性の就労状況に関連した自殺のリスクおよび介入のポイントについて明らかにされた。自

殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援における監察医務院の役割の提言については、外因死に

関連した諸問題と遺族支援について，特に，薬毒物による自殺，妊産褥婦死亡，若年層の自殺な

どが早急に調査するべき課題として上げられた．平成 27 年に東京都 23 区内で発生したすべての

異状死 13,425 件のうち，病死以外の外因死及び不詳の死は 4,252 件であり，当院以外で司法解剖

等に付された例を除くと，その内訳は災害死 1,079件，自殺 1,638件，その他 1,131件であった．

これらのうち，最も政策提言に有効な内容を抽出し，(1) 薬毒物による自殺，不慮の事故死，(2) 妊

産褥婦死亡，(3) 若年者の自殺，(4) 異状死として取り扱われた生活困窮者の死因，(4) 防ぐこと

のできる死亡（熱中症，浴槽内死亡等）について，調査結果を監察医務院ホームページにその一

部を公開した．  

【結論】外因死の背景要因とその遺族への心のケアについて、現状の把握と課題の整理が行われ

た。今後は外因死の身体的・精神的・社会的背景要因を明らかにして、それらに対応した施策を

講じる基盤整備および政策の実行し、その実施可能性の検討していく必要がある。 

 

 

研究分担者 

竹島 正 国立精神・神経医療研究センター精
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Ａ．研究目的 

本研究は、少子高齢化の進むわが国において

健康寿命の延伸を図るため、外因死の身体的・

精神的・社会的背景要因を明らかにして、それ

らに対応した施策を講じる基盤を整備するこ

とおよび、政策提言を行うものである。平成

29 年度には、心のケアを含む遺族支援のあり

方について、三次救急医療施設での実態を明ら

かにすること、また、東京都監察医務院のデー

タをもちいて遺族のニーズ把握すること、さら

にこれらの結果を反映して、研修プログラム資

する資料を開発することを目的とした（川野

班）。また、川崎市多摩区を中心とした地域に

おける自殺の死体検案書及び変死事案概要を

用いて、自殺の背景となる精神保健的・社会的

要因について探索的に検討し、監察医制度のな

い地域における心理学的剖検や遺族支援の実

施可能性を検討することを目的とした（竹島

班）。さらに、マクロ的な数量分析では不可視

化されてしまう自殺に至るまでのプロセスに

おける「危険因子」と「保護因子」の複雑な相

互作用と継時的推移のプロセスを具体的に明

らかにすることを目的とし、女性自殺事例の質

的分析を試みた（松本班）。そして、東京都 23
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区における全ての異状死と取り扱う監察医務

院の検案結果に基づき外因死の検案結果に基

づき，その背景を解析することにより，精神保

健的・社会的要因を明らかにし，もって防ぐこ

とのできる死亡を防ぐ対策につなげ，遺族等の

支援に貢献することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

遺族への心のケアに関する研修プログラム

の開発では、文献検討および三次救急医療施設

を対象に半構造化インタビューを実施し、東京

都監察医務院が検案を実施した死亡者の遺族

との面談記録を分析した。これらの情報を材料

として、救命救急センター看護師グリーフワー

ク従事者、デザイナー、学生の複合グループに

よるワークショップ形式で資料開発を行った

（川野班）。監察医務機関がない地域における

外因死の背景となる精神保健的・社会的要因の

究明に関する研究では、平成 21 年度「不慮の

事故死亡統計」の概況（厚生労働省）、東京都

監察医務院の検案統計、川崎市における外因死

の人口動態統計の分析による探索的検討、生活

困窮者の死因・自殺・不慮の事故の文献的検討

を行い、多分野の研究協力者による研究会を開

催した。さらに、ウエブサイトの構造および内

容の検討を行った。また、川崎市多摩区の川崎

市医師会会員の神奈川県警協力医による平成

24年から 28年までの死体検案のうちの自殺事

例の分析をもとに、自殺の心理学的剖検の実施

可能性を検討した。またそれを遺族支援につな

ぐ可能性を検討した（竹島班）。監察医務機関

のある地域における外因死要因および遺族支

援ニーズの究明については、基礎調査の報告書

及び調査方法・調査項目について、女性の自殺

事例について学際的視点を導入しつつ検討し、

東京23区における女性自殺既遂事例15例から、

特徴的な経緯を呈していると考えられた 4 つ

を呈示した。また、平成 26年 6月より東京都

監察医務院との連携により収集された、東京都

23区内で発生した女性の自殺既遂者 14例に関

して、個々の事例をライフチャートにもとづい

て再検討するとあらかじめ質的な検討を念頭

に置いた新たな面接調査票を開発し、前方視的

な情報収集をする計画を立てた（松本班）。自

殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援におけ

る監察医務院の役割の提言では、東京都監察医

務院の検案調書のなかで特に外因死の特徴を

整理した。また、東京都監察医務院の検案調書

のなかで特に外因死について検案記録を調査

し，外因死の内訳とその問題点の抽出と解析を

行った（福永班）。 

（倫理面への配慮） 

倫理面への配慮を要する調査を行う場合は、 

疫学研究に関する倫理指針を踏まえて実施す 

るものとし、必要に応じて研究分担者の所属 

する機関の倫理審査委員会の承認を得た。 

 

Ｃ．研究結果 

１）遺族への心のケアに関する研修プログラム

の開発 

犯罪被害、交通事故、自然災害、自殺につい

て、それぞれが独自の経緯を経て、マニュアル

の整備、被害者支援、セルフヘルプグループの

立ち上がりとその支援、あるいは研修制度の整

備が進んでいることが確認された。三次救急医

療施設及び東京都監察医務院のデータから、外

因死遺族への支援の必要性、有用性が確認され

た。これに基づき、研修等で利用可能な遺族支

援パンフレット案が作成され、要点が示された。 

２）監察医務機関がない地域における外因死の

背景となる精神保健的・社会的要因の究明に関

する研究 

外因死の情報が、（１）警察署の保有する異

状死データ、（２）人口動態統計、（３）救急搬

送の不搬送事例、（４）救急搬送後の外因死事

例、（５）市内医師の検案事例、（６）生活保護

停止事例、（７）自殺統計原票などがあり、外

因死は、不慮の外因死（交通事故、転倒・転落、

溺水、煙・火災及び火焔による傷害、窒息、中

毒、その他）とその他及び不詳の外因死（自殺、

他殺、その他及び不詳の外因死）にあることが

確認され、ここから対策構築可能で情報収集の

可能な範囲の特定が重要と考えられた。また、

情報提供のためのウエブサイトにおいては、外



- 4 - 

 

因死は予防可能であるというメッセージを中

心において構築することが重要であること確

認された。 

死体検案書及び変死事案概要からは、自殺の

手段、遺体の発見場所、第一発見者の情報はす

べての事例について得られたものの、自殺の原

因・動機は 3割近くが不明であった。自殺の背

景となる精神保健的・社会的要因を検討するた

めの情報は不足していた。また、死体検案の後

に、遺族ケアや遺族支援にかかる情報を警察署

から家族に提供し、これにあわせて自殺の心理

学的剖検の協力依頼を行うことが考えられた。 

３）監察医務機関のある地域における外因死要

因および遺族支援ニーズの究明 

既存の調査方法について、（１）評価できて

いない診断疾患の追加、（２）家庭内の問題の

分節化、（３）幼少期の逆境体験及びトラウマ

体験に関するデータ収集、（４）女性のライフ

イベントに伴うリスクの評価、という課題が明

らかにされた。 

東京都監察医務院より提供された既存事例

の再検討から、女性の自殺既遂事例に関してい

くつかの臨床類型として整理され、リプロダク

ティブ・ヘルスや、結婚や家事労働等における

ジェンダー役割と密接に関わる女性の就労状

況に関連した自殺のリスクおよび介入のポイ

ントについて明らかにされた。 

４）自殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援

における観察医務院の役割の提言 

外因死に関連した諸問題と遺族支援につい

て，特に，薬毒物による自殺，妊産褥婦死亡，

若年層の自殺などが早急に調査するべき課題

として上げられた． 

平成27年に東京都23区内で発生したすべて

の異状死 13,425 件のうち，病死以外の外因死

及び不詳の死は 4,252件であり，党員以外で司

法解剖等に房れた例を除くと，その内訳は災害

死 1,079件，自殺 1,638件，その他 1,131件で

あった．これらのうち，最も政策提言に有効な

内容を抽出し，(1) 薬毒物による自殺，不慮の

事故死，(2) 妊産褥婦死亡，(3) 若年者の自殺，

(4) 異状死として取り扱われた生活困窮者の

死因，(4) 防ぐことのできる死亡（熱中症，浴

槽内死亡等）について，調査結果を監察医務院

ホームページにその一部を公開した． 

 

Ｄ．考察 

遺族への心のケアに関する研修プログラム

の開発については、先行して取り組んでいる複

数の三次救急医療施設の実態と課題を把握し、

東京都監察医務院の遺族面談記録からその有

効性を確認することができた。やはりスタッフ

らの研修の機会が求められており、作成した遺

族支援のためのリーフレット案を生かした研

修プログラムも作成も求められる。東京都観察

医務院の存在は、本研究の各分担班の研究に不

可欠であったが、そのことはさらに、外因死の

背景要因を把握し、国民の健康寿命の延伸のた

めに観察医務機関が果たす重要性を示唆する

ものともいえる。観察医務機関のない地域では、

いずれの外因死に目を向けるかは論点の一つ

となった。外因死の防止に向けての対策構築の

可能な、また、情報収集の可能な範囲を特定す

ることも必要である。それを考慮すると、外因

死の中でも頻度の高い不慮の外因死と自殺が

対象になると考えられた。しかし、自殺の実態

を把握する上での困難があらためて確認され

た。他方で、薬毒物による自殺，妊産褥婦死亡，

若年層の自殺に焦点をあてた分析の必要性が

確認された。女性の自殺既遂事例など、さらな

る検討が必要な外因死の課題は多く、観察医務

機関がある場合には、その有効性をどのように

研究と実践に結び付けていくことは重要であ

る。 

Ｅ．結論 

遺族への心のケアに関する研修プログラム

の開発、監察医務機関がない地域における外因

死の背景となる精神保健的・社会的要因の究明

に関する研究、監察医務機関のある地域におけ

る外因死要因および遺族支援ニーズの究明、自

殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援におけ

る監察医務院の役割の提言の４つの分担研究

をとおして、外因死の背景要因とその遺族への

心のケアの現状の把握と課題の整理が行われ



- 5 - 

 

た。それらに対応した施策を講じる基盤整備お

よび政策への提言を積極的に行っていくこと

が重要である。また、課題として残された部分

を明らかにすることが、我が国の健康寿命の延

伸に資するものと考えられる。観察医務機関の

重要性が確認され、今後もそのデータ等を活用

し研究を進めることが期待される。 
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